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地域おこし協力隊と鹿部の未来を考える
活動報告会＆意見交換会を開催します

　町は、都市地域から地方に移住し、「観光」や
「学習支援」などをテーマに町内で活躍する地域
おこし協力隊の取り組みを知っていただくととも
に、鹿部の未来について、協力隊と参加者の皆さ
んが語り合う「地域おこし協力隊活動報告会＆意
見交換会」を開催します。参加を希望される方は、
役場企画振興課へお申し込みください。

〇日時
　３月22日（日）　午後３時～午後５時30分（予定）
　※自由入退出可
〇場所
　中央公民館２階　会議室
〇登壇者
　鹿部町地域おこし協力隊（３名）

〇参加対象、定員
　小学生以上の方20名程度
〇主な内容
　①地域おこし協力隊活動報告
　　→協力隊が今年度の地域おこし活動を報告し
　　　ます
　②意見交換会「鹿部の未来について」
　　→協力隊と参加者皆さまがくるま座となり、
　　　鹿部の未来を意見交換します
◯申し込み期限
　３月19日（木）まで

▼お問い合わせは、役場企画振興課企画振興係
（０１３７２－７－５２９７）へ。

空き家、空き地を有効活用しましょう
空き家バンクへの登録物件を募集しています

　町では、空き家や空き地を「売りたい・貸した
い」という方と「買いたい・借りたい」という方
の橋渡しを行っています。空き家バンクに登録し
ていただいた空き家・空き地は、町のホームペー
ジで紹介し、買い手・借り手となる方を幅広く募
ります。
　１月末現在、28件成約しています。空き家・空
き地を「売りたい、貸したい」という方や、空き
家バンク登録に関する相談がある方は、ぜひ一度

ご連絡ください。また、物件をお探しの方は鹿部
町空き家バンクをご覧ください。

町空き家バンク（町ホームページ）▶　　　　　

▼お問い合わせは、役場建設水道課建築係（０１
　３７２－７－５２９４）へ。

▼お申し込み・お問い合わせは、役場企画振興課広報広聴係(０１３７２－７－５２９７)へ。

滞納すると給水を停止します
水道料金は納期限内に納付してください

■水道料金の未納について
　住民の皆さんには、鹿部町の水道事業にご理解
をいただいているところですが、一部、支払いに
遅れが生じ、再三にわたる請求にも関わらず、お
支払いいただけない方がいます。
　水道事業は水道使用料で運用しており、水道使
用料の未納は水道事業に著しく支障をきたす問題
となっています。また、支払いを繰り延べること
は、余計に支払いを困難にすることとなり、決し
て問題の解決に繋がるものではありません。

■水道料金を滞納すると給水を停止します。
　水道事業は、皆さんからの水道料金で運営して
います。水道料金をお支払いいただけない方には、
公平性を確保するために、水道法第15条第３項お
よび鹿部町給水条例第36条第１項に基づき「給水
停止」を行います。給水停止は生活に大きな影響
を及ぼしますので、必ず納期限内に納付してくだ
さい。

▼お問い合わせは、役場建設水道課水道係（０１
　３７２－７－５２９４）へ。 

※給水停止により使用者に損害が生じても一切の責任を負いません。
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鹿部町内不法投棄等監視パトロール実施中 !!
～不法投棄・ポイ捨ては絶対にしないようにしましょう～
不法投棄をすると５年以下の拘禁刑か１千万円以下の罰金を科せられます(併科の場合あり)。

混ぜればゴミ！分ければ資源！地球温暖化に
よる環境への負担などを減らすため、ゴミの
分別・減量にご協力をお願いします。

【１月のゴミ回収量（一般ゴミ）】
　全体　62．99ｔ
　　　　（昨年度同月回収量71．51ｔ 約11．91％減）
　内訳　焼却処分　　50．96ｔ
　　　　リサイクル　11．35ｔ
　　　　埋立処分　　  0．68ｔ
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